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当社子会社に係る訴訟の和解成立に関するお知らせ 

 

当社が偶発債務として公表しておりました、当社の子会社である株式会社大都商会

（以下、「当社子会社」といいます。）が、株式会社レゾン・セールス・クリエイト（以

下、「原告」といいます。）より提起されていた代理店契約に基づく違約金請求訴訟（以

下、「本件訴訟」といいます。）につきまして、2025 年 12 月 15日付で和解が成立し、本

日、和解調書を取り交わしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．本件訴訟の経緯 

原告は、当社子会社らとの間で締結した販売代理店契約において、酒類販売に係る最

低販売目標を達成しなかったことが契約違反に該当すると主張し、違約金 40,260,796

円の支払いを求め、2022 年 3 月 25 日付で本件訴訟を提起しました。その後、原告は請

求内容を変更し、支払請求額は 69,352,000 円となりました。 

当時、コロナ禍の影響により酒類の販売が大きく落ち込み、販売目標の達成が困難で

あった背景から、当社子会社と原告は、違約金額の調整や一部免除などによる協議解決

を模索しておりました。しかし、コロナ禍の長期化に伴い販売実績の改善が見込めなか

ったことから、協議による決着には至らず訴訟が継続しておりました。 

このたび、原告と当社子会社による協議を重ねるとともに、当社社内における検討を

踏まえ、和解による早期解決が最善であるとの判断に至り、本件訴訟を和解により解決

することといたしました。 

 

２．和解の相手方の概要 

項目 内容 

（１）名称 株式会社レゾン・セールス・クリエイト 

（２）所在地 山形県米沢市窪田町藤泉 943 番地の 1 

（３）代表者 代表取締役 清川 浩志 

 



 

 

３．和解の内容 

当社子会社は、原告に対して和解金を支払うものとし、原告は当社子会社に対するそ

の他一切の請求を放棄することに合意いたしました。 

なお、和解金額その他具体的な和解条件につきましては、和解調書に秘密保持条項が

含まれているため、開示を控えさせていただきます。 

 

４．今後の見通し 

本件和解本件和解に伴う和解金の支払いは、「災害に起因する損害又は業務遂行の過

程で生じた損害」に関する適時開示項目に該当すると判断しております。 

 また、当該損害額が、当該開示項目における開示基準である 2025 年１月期の売上高

の１％の 30％に相当する 36 百万円を上回ることから、開示を行うこととし、本開示に

至りました。 

なお、今後、業績予想の修正が必要となる場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

以上 

 


